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　 暑中お見舞い申し上げます。暑い日が続きますが、お身体の調子はいかがですか？
　 夏季休暇などの取得で、普段やりたくてもできなかったことに挑戦できる時期になりました。
　リフレッシュして、一学期よりも　魅力的になった姿で子どもたちを迎えたいですね。

　平成２２年６月３０日より、関係規則、通知の一部改正により、県費教職員の育児休業、介護休暇等
　について一部改正がありました。育児休業については、本「たより３月号」で詳しく載せたとおりです。
　今回は、育児・家族介護にかかる特別休暇について載せます。

　①子の介護休暇（特別休暇）の取得日数の拡大
　子の傷病等に伴い入院付き添い等を行う家族介護休暇の日数について、中学校入学の始期に達す

　るまでの子が２人以上いる場合には、現行からさらに４日を加算。

付与日数　　３日
　　　　　＋　４日（中学校入学までの子が１人の場合）
　　　　　＋　８日（中学校入学までの子が２人以上いる場合）

※子の傷病等には、法廷の予防接種や健康診断だけでなく、任意の予防接種や健康診断も含まれる。

　 対象児童が２人以上いる場合は、同一の子の看護であっても最大で１１日特別休暇が認められる。

　②短期介護休暇の新設
　負傷、疾病又は老齢により２週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者（要介護者）の介護、

　通院等の付添い、要介護者の介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行、その他の要
　介護者の必要な世話を行う場合は次の特別休暇を取得できる。

要介護者１人の場合　　　　　　　　　５日
要介護者２人以上の場合　　　　　１０日

　※学校長に２週間以上の介護が必要であるという、要介護者の状態等申出書が提出

　　　　　　平成２３年度予算要望

　・各校では、備品点検等行っているところだと思います。不足している備品、壊れて使えない備品など
　気がつかれたのではないでしょうか？　秋から事務センターを中心に来年度の要望書を作成します。
　備品だけでなく、介助員や学習生活相談員の社会見学等の付添い旅費の調査も行っています。
　来年度に突然希望されても無理です。　事務職員より、８月３１日〆切りで要望書を渡していますの
　で、学年で相談し来年度になって困らないように記入してください。

小学校では平成２３年度教科用図書の採択がおこなわれています。
　 ただ今、来年度の需要数報告の事務をおこなっています。

後期の納入指示の手続きも進めている所です。教科用図書無償給与の意義を
裏面に載せましたので、機会があれば児童、生徒にお伝えください。

義務教育教科書無償給与制度

無　償 有　償 無　償 有　償
　イギリス ○ ○
　ドイツ ○ ○
　フランス ○ ○ ○ 後期中等教育教科書は有償
　スウェーデン ○ ○
　フィンランド ○ ○
　ノルウェー ○ ○ ○ 後期中等教育教科書は有償
　アメリカ合衆国 ○ ○
　カナダ ○ ○
　韓国 ○ ○
　インドネシア ○ ○ ○ 中等教育教科書は学校により異なる
　ニュージーランド ○ ○
　タイ ○ ○
　中国 ○ ○
　シンガポール ○ ○
　ロシア連邦 ○ ○ 有償化の傾向にある
　マレーシア ○ ○ ○ ○ 低所得家庭の子女に無償
　オーストラリア ○ ○ ○ ○ 学校により異なる

文部科学省ホームページより抜粋

　諸外国における教科書無償制度の状況をみると、先進諸国においてはもちろんのこと、その他の国々において
も無償制とするものが大勢を占めています（表9参照）。

１．義務教育教科書無償給与制度の趣旨

　義務教育教科書無償給与制度は、憲法第26条に掲げる義務教育無償の精神をより広く実現するものとして、我
が国の将来を担う児童生徒に対し、国民全体の期待をこめて、その負担によって実施されています。

　教科書無償は、義務教育無償という理念のもとに広く世界中で行われていますが（４．参照）、殊に我が国にお
いては、教科書の役割の重要性から、その使用義務が法律で定められており、就学義務と密接なかかわりのあ
るものとして、授業料の不徴収に準じて教科書を無償給与すべきことと考えられます。

　　また、この制度は、次代を担う児童生徒の国民的自覚を深め、我が国の繁栄と福祉に貢献してほしいという国
民全体の願いをこめて行われているものであり、同時に教育費の保護者負担を軽減するという効果をもっていま
す。

４．諸外国における無償制度の状況

※ 出典「教科書制度の概要」（文部科学省平成15年5月発行）

表９　諸外国における初等中等教育教科書無償制度の概要

（平成１３年３月（財）教科書研究センター調査研究報告より）
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